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二
〇
二
二
年
十
月
開
始
の
介
護
職
員
等
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
加
算
は
、
二
〇
二
二
年
二
月
か
ら
九
月
ま
で
の
介
護
職
員
処
遇

改
善
支
援
補
助
金
に
よ
る
賃
上
げ
効
果
を
継
続
す
る
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
同
支
援
補
助
金
は
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
九
日

閣
議
決
定
の
「
コ
ロ
ナ
克
服
・
新
時
代
開
拓
の
た
め
の
経
済
対
策
」
に
お
い
て
、
「
新
し
い
資
本
主
義
」
を
起
動
し
、
公
的
部

門
に
お
け
る
分
配
機
能
の
強
化
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
と
少
子
高
齢
化
へ

の
対
応
が
重
な
る
最
前
線
に
お
い
て
働
く
介
護
職
員
の
処
遇
の
改
善
」
を
目
的
と
し
、
月
額
九
千
円
相
当
を
引
き
上
げ
る
た
め

に
措
置
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
、
こ
の
処
遇
改
善
の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
質
的
に
は
、
最
低
額
の
引
き
上
げ
分
に
吸
収
さ
れ
て
お
り
、
他
産
業
と
比
べ

て
介
護
職
員
の
賃
金
水
準
の
改
善
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。 

 

一
日
八
時
間
月
二
十
日
勤
務
の
介
護
職
員
が
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
加
算
に
よ
り
月
九
千
円
の
賃
上
げ
が
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス

で
、
加
算
条
件
と
し
て
三
分
の
二
以
上
は
基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
毎
月
支
払
わ
れ
る
手
当
の
引
き
上
げ
に
充
て
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
少
な
く
と
も
月
六
千
円
は
基
本
給
又
は
決
ま
っ
て
支
払
わ
れ
る
手
当
の
引
き
上
げ
と
な
る
。
時
給
換
算
す
る
と
、
三

十
七
・
五
円
と
な
る
。 
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大
阪
府
で
は
、
二
〇
二
二
年
十
月
一
日
に
、
最
低
賃
金
額
九
百
九
十
二
円
か
ら
三
十
一
円
引
き
上
げ
、
千
二
十
三
円
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
。
「
最
低
賃
金
」
と
は
「
賃
金
の
低
廉
な
労
働
者
に
つ
い
て
、
賃
金
の
最
低
額
を
保
障
す
る
」
（
最
低
賃
金
法
第

一
条
）
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
、
加
算
に
よ
る
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
分
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。 

 

「
平
成
三
十
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
（
Ｖ
ｏ
ｌ
．
６
）
（
平
成
三
十
年
八
月
六
日
）
」
問
７
で
、
「
加
算
額

が
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
や
賞
与
等
と
し
て
支
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
予
定
し
得
る
通
常
の
賃
金
と
し
て
、
毎
月
労
働
者
に

支
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
最
低
賃
金
額
と
比
較
す
る
賃
金
に
含
め
る
こ
と
と
な
る
が
、
当
該
加
算
の
目
的
等
を
踏

ま
え
、
最
低
賃
金
を
満
た
し
た
上
で
、
賃
金
の
引
上
げ
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」
と
示
し
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
、
大
阪
府
内
の
事
例
を
踏
ま
え
質
問
す
る
。 

一 

「
平
成
三
十
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
（
Ｖ
ｏ
ｌ
．
６
）
（
平
成
三
十
年
八
月
六
日
）
」
問
７
の
と
お
り
、

最
低
賃
金
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
場
合
、
最
低
賃
金
を
満
た
し
た
上
で
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
等
（
介
護
職
員
処
遇
改
善

加
算
、
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
、
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
）
に
よ
る
賃
金
改
善
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
（
大
阪
府
の
場
合
は
最
低
賃
金
千
二
十
三
円
を
満
た
し
た
上
で
、
こ
の
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
を
行
う
こ
と
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が
望
ま
し
い
）
か
。 

二 
大
阪
市
内
の
Ａ
法
人
で
は
、
パ
ー
ト
職
員
の
時
給
は
千
七
十
円
だ
が
、
も
と
も
と
の
基
本
給
は
八
百
六
十
円
で
、
二
百
十

円
が
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
と
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
最
低
賃
金
と
の
差
額
は
四
十
七
円
で
あ
り
、

加
算
に
よ
る
賃
金
改
善
が
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
最
低
賃
金
を
下
回
る
状
態
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
は
「
望
ま
し
く
な
い
」

か
。 

三 

「
加
算
の
目
的
等
を
踏
ま
え
、
最
低
賃
金
を
満
た
し
た
上
で
、
賃
金
の
引
上
げ
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
望
ま
し
い
」

の
で
あ
れ
ば
、
加
算
に
よ
る
賃
金
引
上
げ
と
は
別
に
、
最
低
賃
金
を
満
た
す
た
め
の
別
の
支
援
金
な
ど
対
策
が
必
要
で
は
な

い
か
。 

四 

大
阪
市
内
の
Ｂ
法
人
の
二
〇
二
三
年
度
の
処
遇
改
善
計
画
書
で
は
、
二
〇
二
二
年
の
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
対
応
す
る

独
自
の
賃
金
改
善
は
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
な
い
。
正
規
職
員
は
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
で
六
千
円
と
、
二
〇
二

二
年
度
と
同
額
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
給
換
算
す
れ
ば
、
最
低
賃
金
の
上
昇
分
程
度
の
三
十
七
・
五
円
し
か
賃
金
改
善
が
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
賃
金
改
善
で
、
介
護
職
員
等
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
等
の
目
的
（
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
へ
の
対
応
と
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
が
重
な
る
最
前
線
に
お
い
て
働
く
介
護
職
員
の
処
遇
の
改
善
」
）
を
実
現
し
て
い
る
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と
言
え
る
の
か
。 

五 
介
護
従
事
者
の
不
足
が
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
金
水
準
は
、
全
産
業
平
均
と
比
べ
て
低

い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
コ
ロ
ナ
前
の
二
〇
一
九
年
で
約
八
・
五
万
円
、
二
〇
二
二
年
で
も
約
六
・
八
万
円
低
い
。
出

典
：
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
）
。
政
府
と
し
て
、
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
金
水
準
を
全
産
業
平
均
以
上
と
す
る
こ
と
は
必

要
と
考
え
る
か
。 

六 

短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
法
第
八
条
は
、
通
常
の
労
働
者
と
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
と
の
間
の
不
合
理
と
認
め
ら
れ

る
待
遇
の
相
違
を
設
け
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
上
記
四
の
Ｂ
法
人
で
は
、
正
職
員
、
有
期
契
約
職
員
（
フ
ル
タ
イ
ム
の

非
正
規
職
員
）
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
の
う
ち
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
員
の
み
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
支
援
加
算
に
よ
る
毎
月
支
払
わ

れ
る
処
遇
改
善
手
当
が
払
わ
れ
て
い
な
い
が
、
合
理
的
な
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
加
算
の
目
的
を
鑑
み
て
、
雇
用
形
態

に
か
か
わ
ら
ず
、
一
定
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
等
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

要
件
Ⅲ
の
「
経
験
若
し
く
は
資
格
等
に
応
じ
て
昇
給
す
る
仕
組
み
」
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
を
除
外
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
も
対
比
し
て
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


